
第８回南部町駅伝大会実施要項 

 
１、趣 旨 すべてのスポーツの基本である「走る」という身体活動を通して健康の維持増進を図る。 
      南部町の生涯スポーツの振興を図るとともに健康で明るい町づくりを目的とする。 
２、主 催 南部町体育協会 
３、後 援 南部町・南部町教育委員会 
４、期 日 平成２３年１月２３日（日） ※ 予備日なし 
５、参加料 １チーム／３，０００円（ただし中学・高校チームは無料） 
６、チーム 一般の部・・・町内外の職場・クラブ・高校生 

中学生の部・・・・中学生 
７、 募集数 ５０チーム  

※募集数を超える申込みがあった場合は、町内チームを優先し、その他は抽選とする。 
出場決定は、文書で通知する。 

８、参加資格 ①中学生以上  
      ②男女を問わず、健康に自信がある者。 
      ③未成年者の参加については、必ず保護者の同意を得て保護者の責任のもとで参加して下さい。 
９、コース 全長．１４．３ｋｍ 
  （第１区） ３．１ｋｍ 
    スタート ―― 南部分館前―――南部橋西詰――第１中継所 

（ｱﾙｶﾃﾞｨｱ運動場前）             （ＪＲ内船駅前） 
（第２区） ２．６Ｋｍ 
  第１中継所―――島尻退避所―――寄畑集会所――第２中継所 
 （ＪＲ内船駅前）               （寄畑集会所先待避所） 
（第３区） ２．７Km 
  第２中継所―――――富栄橋西詰――――富河郵便局―――第３中継所  
（寄畑集会所先待避所）                （富河中学校） 
（第４区） ２．１ｋｍ 
第３中継所―――下皐月橋・直進―――中皐月橋―――第４中継所 

 （富河中学校）                       （西市地域集会所） 
（第５区） ３．８ｋｍ 
第４中継所――坂本橋――下皐月橋・左折――町屋三叉路― ゴール 
（西市地域集会所）                   (南部町役場） 

                                   
10．表 彰 ①１～３位までを表彰する。（とび賞あり） 
      ②各区間賞を授与する。 
      ③参加者には、参加賞を授与する。 
      ④町内チームの部 優勝のみ記念品を授与する。 
       ※「町内チーム」とは、すべての参加者が、町内に住所を有するか、町内出身者または町内

在勤者で構成されたチーム 
      ⑤中学生チームの部（男女別） 優勝のみ記念品を授与する。 
 



 
11、申込み 平成２２年１２月１０日（金）までに南部町体育協会事務局までに参加申込書を提出する。 

なお、参加料は代表者会議の際に納付する。 
 

12, 代表者会議 平成２３年１月６日（木） 午後７時３０分より南部町総合会館３階講堂で行う。 
        ※代表者会議に出席しないチームは出場を認めない。 
 
13, 中継所到着時刻 

中継所 中継場所 最終コール時刻 通過予定時刻 区間距離 
スタート ｱﾙｶﾃﾞｨｱ運動場前 ９：４０ １０：００   
第１中継所 ＪＲ内船駅 ９：４５ １０：０９  ３．1㎞ 
第２中継所 寄畑集会所先退避所 ９：５０ １０：１８  ２．６㎞ 
第３中継所 富河中学校 １０：００ １０：２６ ２．７㎞ 
第４中継所 西市地域集会所 １０：０５ １０：３４ ２．１㎞ 
ゴール 南部町役場  １０：４５ ３．８㎞ 
全 長    １４．３㎞ 

   注：コールは１回のみで、コール以降選手は、スタート地点・中継所から移動しないこと 
 
14, その他 

①開会式は、午前８時２０分より南部町役場本庁舎にて行う。 
   ②出場チームは、午前８時００分までに受付をし、登録選手に変更のある場合には受付所にて変更を行

う。＊８時００分以後の変更は認めない。 
   ③発走（スタート）は１０時とする。スタート地点はアルカディア総合公園運動場前とする。 

④選手変更は補欠選手のみとする。但し、大会会長が認めた場合はこの限りでない。 
   ⑤雨天等中止の場合は６時４０分以降オフトークにて放送する。町外のチームは電話連絡を行なわない

ので、事務局へ連絡を取って頂く。（南部町役場本庁舎 ０５５６－６６－２１１１） 
   ⑥閉会式は、競技終了後南部町役場本庁舎前にて行う。 
     ⑦健康状態に十分注意し必要に応じて各自で健康診断を受ける。また各自の責任において参加し、未 

成年者は必ず保護者の同意を得ること。 
     ⑧交通事故及び選手擁護の為、伴走は全区間禁止とする。特に中継所付近の駐車は厳禁とする。 

      ⑨登録された選手については傷害保険に加入するが、大会当日のみとするので、練習については危険の
ないよう十分注意すること。 

      ⑩競技中の事故については、応急処置は行うが後は各自の責任とする。 
      ⑪参加者は全員開会式へ参加した後、各中継所行きの輸送バスへ行き帰り、必ず乗車すること。（第３

中継所へは、誘導員が付き徒歩で移動する。） 
   ⑫輸送バスへの乗車時及び中継所（コール）で選手の確認をするので、確認できない場合は棄権とする。 
    


